
Title 上博楚簡『荘王既成』の「予言」

Author(s) 湯浅, 邦弘

Citation 中国研究集刊. 2007, 45, p. 44-56

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/61186

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



序

戸 上
博
楚
簡

『
荘
王
既
成
』

の

『
戦
国
楚
簡
研
究

2
0
0
 
7
』
(
『
中
国
研
究
集
刊
』
別
冊
特
集
号
〈
総
四
十
五
号
）
）

「
予
言
」

『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
』
第
六
分
冊
（
馬
承
源
主
編
、

上
海
古
籍
出
版
社
、
二

0
0
七
年
七
月
）
に
は
、
春
秋
期
に
お
け

る
楚
国
の
王
や
太
子
に
関
わ
る
文
献
が
複
数
収
録
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
そ
の
内
の
『
荘
王
既
成
』
を
取
り
上
げ
、
全
体
を
解

読
し
た
上
で
、
文
献
の
基
本
的
性
格
と
著
作
意
図
と
に
つ
い
て
考

察
を
加
え
て
み
た
い
。

初
め
に
、
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
』
第
六
分
冊
の
説
明
に

従
い
、
『
荘
王
既
成
』
の
竹
簡
形
制
を
掲
げ
て
お
く
。
『
荘
王
既
成
』

は
、
『
申
公
臣
霊
王
』
と
同
冊
で
計
九
簡
。
第
四
簡
の
墨
釘
を
境
に
、

前
が
『
荘
王
既
成
』
、
後
が
『
申
公
臣
霊
王
』
で
あ
る
。

簡
長
は
三
三
．
一
＼
三
三
．
八

cm
。
幅
は
〇
．
六

cm
。
厚
さ
は

〇
・
―
二

cm
。
す
べ
て
完
簡
。
簡
端
は
平
斉
。
両
道
編
綬
。
右
契

ロ
。
簡
頭
か
ら
上
契
口
ま
で
は
八
九
＼
九
．
五

cm
。
上
契
口
か

ら
下
契
口
ま
で
は
五

cm
。
下
契
口
か
ら
簡
末
ま
で
は
九
．

九
．
三

cm
。
満
写
簡
で
、
上
下
に
留
白
は
な
い
。

字
数
は
、
第
三
簡
ま
で
は
各
二
十
六
字
。
第
四
簡
墨
釘
ま
で
は

十
一
字
で
、
計
九
十
三
字
。
第
一
簡
背
面
に
篇
題
と
思
わ
れ
る
「
荘

王
既
成
」
の
四
字
が
あ
る
。

王
既
成
』
釈
読

ま
ず
、
既
成
』
の
原
文
、
書
き
下
し
文
、
現
代
語
訳
を
掲

げ
る
。
な
お
、
こ
こ
に
言
う
原
文
と
は
、
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚

竹
書
』
第
六
分
冊
の
原
釈
文
（
担
当
は
陳
侃
芥
氏
）
を
基
に
、
諸

氏
の
見
解
を
参
考
に
し
つ
つ
、
最
終
的
に
筆
者
が
確
定
し
た
も
の

で
あ
る
。
文
字
の
認
定
・
釈
読
に
問
題
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

後
の
語
注
で
解
説
を
加
え
る
。
ま
た
、
0
1
.
0
2
な
ど
の
数
字
は
竹

簡
番
号
、
「
璽
」
は
墨
釘
を
表
す
。

平
成
十
九
年
十
二
月
四
四
ー
五
六
頁

ニ
S

湯

浅

邦

弘

(44) 



01
荘
王
既
成
無
射
、
以
問
沈
手
子
樫
曰
‘
「
吾
既
果
成
無
射
、

以
供
春
秋
営
、
以
02
待
四
邸
之
賓
、
吾
後
之
人
、
幾
何
保
之
」
。

沈
弄
固
辟
、
王
固
問
之
、
沈
手
子
樫
答
03
曰
、
「
四
輿
五
之
間

乎
」
。
王
曰
、
「
如
四
輿
五
之
間
、
載
之
側
車
以
上
乎
。
抑
四

州
以
0
4
逍
乎
」
。
沈
甲
子
樫
日
、
「
四
附
以
0
4
通
」
＂
。

荘
王
既
に
無
射
を
成
し
、
以
て
沈
手
子
樫
に
問
い
て
曰
く
、

「
吾
れ
既
に
果
く
無
射
を
成
し
、
以
て
春
秋
の
嘗
に
供
し
、

い
く
ば
く

以
て
四
隣
の
賓
を
待
す
。
吾
が
後
の
人
、
幾
何
か
之
を
保
た

ん
」
。
沈
弄
固
く
辞
す
る
も
、
王
固
く
之
を
問
え
ば
、
沈
罪
子

樫
答
え
て
日
<
‘
「
四
と
五
と
の
間
な
ら
ん
か
」
。
王
日
く
、

)
9
,
 

「
如
し
四
と
五
と
の
間
な
ら
ば
、
之
を
伝
車
に
載
せ
て
以
て
上

さ
ん
か
。
抑
も
四
創
以
て
逍
さ
ん
か
」
。
沈
罪
子
樫
曰
く
、
「
四

創
以
て
通
さ
ん
」
。

楚
の
荘
王
は
十
二
律
の
―
つ
で
あ
る
無
射
の
大
鐘
を
鋳
造
し
、

沈
手
の
子
樫
に
問
う
て
言
っ
た
。
「
私
は
す
で
に
無
射
を
完
成

さ
せ
、
そ
の
大
鐘
を
祖
先
の
祭
り
に
供
し
、
ま
た
そ
の
大
鐘

で
周
辺
諸
国
か
ら
の
賓
客
を
も
て
な
し
た
。
で
は
、
私
の
後

の
楚
王
は
、
こ
の
鐘
を
い
つ
ま
で
保
つ
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
か
」
。
沈
男
は
答
え
を
固
辞
し
た
が
、
王
が
強
く
問
う
た

の
で
、
次
の
よ
う
に
答
え
た
。
「
四
代
目
と
五
代
目
の
間
く
ら

い
で
し
ょ
う
か
」
。
王
は
、
「
も
し
四
代
目
と
五
代
目
の
間
＜

ら
い
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
無
射
を
駅
車
に
よ
っ
て
中
原

の
国
に
持
ち
去
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、

四
艘
仕
立
て
の
大
船
に
よ
っ
て
長
江
下
流
の
国
に
持
ち
去
ら

れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
」
。
沈
弄
子
樫
は
言
っ
た
。
「
四

艘
仕
立
て
の
大
船
に
よ
っ
て
長
江
下
流
の
国
に
持
ち
去
ら
れ

る
で
し
ょ

語
注
を
加
え
て
お
こ
う
斤
l
)
0

「
荘
王
」
は
、
春
秋
時
代
の
楚
在
位
は
前
六
一
三

S
前
五

九
一
年
。
「
三
年
不
輩
不
鳴
」
（
『
史
記
』
楚
世
家
）
の
後
、
諸
国

を
次
々
に
平
定
、
周
の
定
王
に
鼎
の
軽
重
を
問
い
、
春
秋
の
五
覇

と
な
っ
た
。
諮
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
文
献
の
筆
写

時
期
は
、
荘
王
の
没
後
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

「
無
射
」
に
つ
い
て
、
原
釈
文
は
「
無
矢
（
敵
）
」
と
読
む
。
恐

ら
く
、
篇
題
が
「
荘
王
既
成
」
の
四
字
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
「
荘

王
既
に
成
り
、
敵
す
る
無
し
」
と
解
釈
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
う
読
む
と
、
直
前
の
「
成
」
の
目
的
語
が
な
く
な
り
、
ま

た
、
後
文
の
「
載
」
が
何
を
載
せ
る
の
か
が
分
か
ら
な
く
な
る
。

篇
題
は
必
ず
し
も
句
の
区
切
り
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

(45) 



「嘗」

は
、
そ
の
年
新
し
く
と
れ
た
穀
物
を

本
篇
と
同
じ
く
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
』
第
六
分
冊
に
収

録
さ
れ
て
い
る
『
慎
子
日
恭
倹
』
は
、
確
か
に
、
第
三
簡
背
面
に

「
慎
子
日
恭
倹
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
便
宜
上
冒
頭
の
五
字
を
と

っ
た
も
の
で
、
文
意
と
し
て
は
、
以
下
に
続
い
て
い
る
。
「
日
」
の

指
す
内
容
は
「
恭
倹
」
の
二
字
だ
け
で
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
陳
偉
は
、
「
無
鐸
」
と
読
ん
だ
上
で
、
「
鐸
」

は
「
射
」
の
通
仮
字
で
あ
り
、
曾
侯
乙
編
鐘
銘
文
中
に
も
、
「
無
射
」

を
「
無
鐸
」
「
無
睾
」
と
記
す
例
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
こ
は
、

陳
偉
説
に
従
い
、
無
射
と
い
う
大
鐘
（
音
階
の
十
二
律
の
一
っ
）

を
鋳
た
こ
と
を
指
す
と
考
え
て
お
き
た
い
。
な
お
、
陳
偉
氏
が
指

摘
す
る
と
お
り
、
無
射
は
周
の
景
王
が
鋳
た
と
い
う
故
事
（
『
左
伝
』

昭
公
二
十
一
年
、
『
国
語
』
周
語
下
）
で
著
名
で
あ
る
。

「
沈
罪
子
樫
」
の
「
沈
」
字
、
原
釈
文
の
隷
定
は
「
監
」
で
あ

る
が
、
同
時
に
、
原
釈
文
は
、
『
呂
氏
春
秋
』
に
記
載
さ
れ
る
「
沈

罪
菫
」
と
推
測
す
る

C

確
か
に
、
『
呂
氏
春
秋
』
不
荀
論
賛
能
篇
に

は
、
荘
王
を
覇
者
に
押
し
上
げ
た
功
労
者
と
し
て
沈
手
箆
を
高
く

評
価
す
る
言
菜
が
記
さ
れ
て
い
る
（
注
2
)
0

「
果
成
」
に
つ
い
て
、
原
釈
文
は
「
果
城
（
成
）
」
と
隷
定
し
た

上
で
、
「
果
」
字
に
つ
い
て
は
、
『
孟
子
』
梁
恵
王
篇
に
「
君
走
、

以
不
果
束
也
」
、
そ
の
趙
岐
注
に
「
果
、
能
也
」
と
あ
る
の
を
指
摘

す
る
。「

春
秋
之
督
」
の

祖
先
の
霊
に
供
え
る
祭
り
。
「
酋
丞
~
（
『
礼
記
』
王
制
篇
）
は
、

天
子
や
諸
侯
が
祖
先
の
霊
を
ま
つ
る
た
め
に
行
う
祭
り
。
秋
に
行

う
の
が
嘗
、
冬
に
行
う
の
が
蒸
。
「
供
春
秋
之
嘗
」
と
は
、
完
成
し

た
無
射
の
鐘
を
、
祖
先
の
霊
を
ま
つ
る
た
め
の
祭
礼
に
使
用
し
た
、

と
の
意
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
待
四
郡
之
賓
」
、
原
釈
文
は
「
侍
四
邸
之
賞
」
と
釈
読
す
る
。

恐
ら
く
、
四
方
の
隣
国
か
ら
の
賞
（
賛
）
を
奉
る
、
の
意
に
取
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
や
や
意
味
が
通
り
に
く
い
。
こ
こ
で
は
、

「
待
」
は
何
有
祖
•
李
学
勤
・
沈
培
に
従
い
、
「
賓
」
は
蘇
建
洲
に

従
っ
て
読
み
、
周
辺
諸
国
か
ら
の
賓
客
を
歓
待
す
る
た
め
の
宴
席

に
無
射
を
披
露
し
た
と
の
意
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
上
句
と
と
も

に
、
「
以

S
S
」
「
以

S
S
」
と
い
う
対
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

荘
王
が
無
射
の
完
成
を
喜
び
、
さ
っ
そ
く
使
用
し
た
こ
と
を
二
句

に
分
け
て
述
べ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「
吾
後
之
人
」
の
「
吾
」
字
は
文
意
に
よ
り
補
っ
た
。
も
と
も

と
は
竹
簡
が
不
鮮
明
の
た
め
判
読
で
き
な
い
字
で
あ
る
。
陳
偉
は

「
吾
」
、
凡
国
棟
は
「
朕
」
に
読
む
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
荘
王
以

後
の
人
（
王
）
の
意
で
あ
ろ
う
。

「
幾
何
保
之
」
に
つ
い
て
、
原
釈
文
は
、
「
登
可
保
之
」
に
釈
読

す
る
が
、
こ
こ
を
反
語
に
読
む
と
、
以
下
の
答
え
が
不
自
然
と
な

る
。
こ
こ
は
、
陳
偉
が
「
幾
何
」
と
疑
問
に
読
む
の
が
良
い
で
あ

ろ
う
。

(46) 



「
四
輿
五
之
間
」
は
、
本
篇
の
主
題
に
関
わ
る
文
言
で
あ
る
。

原
釈
文
は
、
『
周
易
』
習
炊
幸
一
一
の
文
意
を
援
用
す
る
が
、
意
味
が
取

れ
な
い
。
こ
こ
は
、
荘
王
以
後
、
四
＼
五
代
で
現
状
の
隆
盛
を
保

持
で
き
な
く
な
り
、
完
成
し
た
大
鐘
（
無
射
）
を
手
放
す
こ
と
に

な
る
と
の
予
言
を
述
べ
た
箇
所
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
ち
な
み

に
、
荘
王
以
後
の
歴
代
楚
王
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
、
陳
偉
、

菫
珊
、
凡
国
棟
な
ど
も
、
「
四
、
五
」
を
楚
王
の
世
代
数
と
取
っ
て

い
る
。

〈
王
名
〉

荘
王

共
王
（
荘
王
の
子
）

康
王
（
共
王
の
子
）

郊
放
（
康
王
の
子
）

霊
王
（
公
子
囲
、
康
王
の
弟
）

菩
放
（
公
子
比
、
康
王
の
弟
）

平
王
（
棄
疾
‘
康
王
の
弟
）

昭
王
（
平
王
の
子
）

恵
王
（
昭
王
の
子
）

簡

王

王

の

子

）

「
載
之
俯
車
以
上
平
」

ま、
し
ヽ
—

〈
在
位
年
〉

前
六
一
三

I
五
九
一

前
五
九
〇
＼
五
六
〇

前
五
五
九

I
五
四
五

前
五
四
四

I
五
四
―

前
五
四

0
1
五
二
九

前
五
二
九

前
五
二
八

I
五
一
六

前
五
一
五

1
四
八
九

前
四
八
八

1
四
三
二

前
四
三
一

1
四

0
八

四
‘
五
代
後
に
大
鐘
（
無
射
）

を

原
釈
文
は
、
『
説
に
「
進
」

の
意
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、

蒋
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
伝
車
（
駅
車
）
に
よ
っ
て
持
ち

去
ら
れ
る
の
か
、
つ
ま
り
楚
は
中
原
の
国
に
よ
っ
て
滅
亡
の
危
機

に
晒
さ
れ
る
の
か
、
の
意
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
抑
」
字
、
原
釈
文
は
「
殴
」
に
隷
定
し
た
上
で
、
「
也
」
と
読

み
替
え
、
「
繋
」
（
語
助
詞
）
の
意
に
解
す
る
が
、
句
の
冒
頭
に
こ

の
字
が
く
る
の
は
や
や
唐
突
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
凡
国
陳
が
「
臆
」

ま
た
は
「
抑
」
と
す
る
の
に
従
っ
た
。
前
句
と
後
句
と
を
繋
ぐ
助

辞
。
そ
れ
と
も
、
の
意
で
あ
ろ
う
。

「
四
徊
以
通
乎
」
、
原
釈
文
は
「
四
船
（
阿
）
以
逍
乎
」
と
釈
読

す
る
が
、
原
釈
文
の
注
釈
で
は
「
船
」
は
「
州
」
の
古
文
で
あ
る

と
し
、
『
方
言
』
に
「
南
楚
江
難
、
凡
船
大
者
謂
之
州
」
と
あ
る
の

を
指
摘
す
る
。
四
‘
五
代
後
に
無
射
を
蒋
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
、
大
船
に
よ
っ
て
持
ち
去
ら
れ
る
の
か
、
つ
ま
り
長
江
流
域

の
国
に
よ
っ
て
滅
亡
の
危
機
に
晒
さ
れ
る
の
か
、
の
意
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
楚
昭
王
十
年
（
前
五

0
六
）
の
呉
師
入
郭
に
関
わ
る

予
言
で
あ
る
。
楚
は
、
昭
王
十
年
に
、
呉
王
閾
間
の
軍
隊
に
よ
っ

て
都
の
郭
を
抜
か
れ
、
遷
都
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
陳
偉
は
、

『
淮
南
子
』
泰
族
訓
に
「
閾
間
伐
楚
、
五
戦
入
郭
、
燒
高
府
之
粟
‘

破
九
龍
之
鐘
、
鞭
荊
平
王
之
墓
、
舎
昭
王
と
あ
る
の
を
指

摘
す
る

C

ま
た
、
「
逍
」
字
に
つ
い
て
、

と
あ
り
、
『
尚
書
』
に
「
越
」

C 4 7) 



陳

偉

は

他

の

簡

吊

お

よ

び

『

国

語

』

に

「

と

訓

ず

る

例

が
あ
る
と
し
、
「
順
水
而
下
」
の
意
で
あ
る
と
説
く
。
前
句
の
「
載

之
偲
車
以
上
乎
」
の
「
上
」
字
と
の
対
応
を
考
應
す
れ
ば
、
「

の
意
と
す
る
の
が
良
い
で
あ
ろ
う

C

次
に
、
本
篇
の
主
題
と
著
作
意
図
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

本
篇
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
比
較
材
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る

の
は
、
『
国
語
』
周
語
下
に
見
え
る
景
王
の
故
事
で
あ
る

C

周
の
景
王
（
在
位
は
前
五
四
四

S
前
五
二

O
)
は
、
在
位
二
十

一
年
（
前
五
二
四
年
）
に
「
大
銭
」
（
大
型
貨
幣
）
を
鋳
造
し
よ
う

と
し
た
。
王
の
卿
士
の
単
穆
公
は
、
民
の
財
貨
を
蒋
っ
て
災
害
を

増
や
す
こ
と
に
な
り
ま
す
と
諌
め
た
が
、
王
は
聴
か
ず
、
大
銭
の

鋳
造
に
踏
み
切
っ
た
(
•
日3)
C

そ
し
て
景
王
は
、
そ
の
二
年
後
、
今

度
は
、
十
二
律
の
一
っ
で
あ
る
無
射
の
大
鐘
を
鋳
造
し
よ
う
と
し

た
斤
4
)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
単
穆
公
は
、
「
三
年
の
中
に
し
て
、
民

を
離
す
の
器
二
有
り
。
国
其
れ
危
う
き
か
な
」
と
再
び
諌
め
た
。

二
年
前
の
「
大
銭
」
の
一
件
に
続
い
て
、
民
心
の
離
反
を
招
く
よ

う
な
行
為
は
、
国
家
の
危
機
に
つ
な
が
る
と
い
う
の
で
あ
る
斤
5
)
0

そ
こ
で
景
王
は
、
楽
官
の
伶
州
鳩
に
問
う
た
が
‘
伶
州
鳩
は
、

音
楽
理
論
の
上
か
ら
も
弊
害
が
あ
る
と
し
て
無
射
の
鋳
造
に
難
色

「
無
射
」
と
予
言

を
示
し
た
汀
6
)
。
し
か
し
景
王
は
、
結
局
、
無
射
を
鋳
た
。
二
十

四
年
に
鐘
は
完
成
し
て
、
鐘
声
は
一
旦
調
和
し
た
が
、
伶
州
鳩
の

「
今
三
年
の
中
に
、
害
金
再
び
興
る
。
一
の
廃
れ
ん
こ
と
を
憚
る
」

と
の
予
言
通
り
、
二
十
五
年
、
王
は
崩
御
し
て
、
鐘
声
は
調
和
し

な
く
な
っ
た
凡
7
)
0

な
お
、
『
左
伝
』
昭
公
二
十
一
年
で
は
、
こ
の
伶
州
鳩
の

よ
り
明
快
な
王
の
死
の
予
言
と
な
っ
て
い
る
。

二
十
一
年
、
春
、
天
王
将
躊
無
射
。
治
州
鳩
日
、
王
其
以
心

疾
死
乎
。
夫
梨
、
天
子
之
職
也
。
夫
音
、
梨
之
輿
也
。
而
鐘
‘

音
之
器
也
。
天
子
省
風
以
作
梨
、
器
以
鐘
之
、
輿
以
行
之
。

小
者
不
窮
、
大
者
不
櫂
、
則
和
於
物
、
物
和
則
嘉
成
。
故
和

習
入
於
耳
而
蔵
於
心
、
心
億
則
梨
。
窮
則
不
咸
、
概
則
不
容
、

心
是
以
感
、
感
質
生
疾
。
今
鐘
櫂
突
。
王
心
弗
堪
‘
其
能
久

乎
（
二
十
一
年
、
春
、
天
王
将
に
無
射
を
鋳
ん
と
す
。
治
州

鳩
曰
く
、
王
其
れ
心
疾
を
以
て
死
せ
ん
か
。
夫
れ
楽
は
、
天

子
の
職
な
り
。
夫
れ
音
は
、
楽
の
輿
な
り
。
而
し
て
鐘
は
、

音
の
器
な
り
。
天
子
風
を
省
み
て
以
て
楽
を
作
り
、
器
以
て

あ
っ

之
を
鐘
め
、
輿
以
て
之
を
行
う
。
小
な
る
者
は
窮
な
ら
ず
、

大
な
る
者
は
楢
な
ら
ず
、
則
ち
物
に
和
し
、
物
和
す
れ
ば
則

ち
嘉
成
る
。
故
に
和
声
耳
に
入
り
て
心
に
蔵
し
、
心
億
せ
ば

み

則
ち
楽
し
む
。
窮
な
れ
ば
則
ち
咸
た
ず
、
楓
な
れ
ば
則
ち
容
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れ
ず
、
心
是
を
以
て
感
じ
、
感
ず
れ
ば
実
に
疾
を
生
ず
。
今

鐘
概
な
り
。
王
の
心
堪
え
ず
、
其
れ
能
＜
久
し
か
ん
や
）
。

昭
公
二
十
一
年
（
前
五
ニ
―
)
、
伶
州
鳩
は
、
無
射
を
鋳
造
し
た

景
王
が
心
臓
の
病
で
死
去
す
る
と
予
言
す
る
。
そ
れ
は
、
調
和
し

た
音
楽
が
耳
か
ら
入
っ
て
心
臓
に
届
き
、
心
臓
が
安
ん
じ
れ
ば
楽

し
く
な
る
の
に
対
し
、
無
射
の
よ
う
な
靱
き
す
ぎ
る
粗
大
な
音
は

心
臓
を
動
揺
さ
せ
、
動
揺
が
病
気
を
引
き
起
こ
す
か
ら
で
あ
る
と

い
う
。
果
た
し
て
、
景
王
は
、
そ
の
翌
年
、
心
臓
病
で
な
く
な
っ

た
と
さ
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
景
王
の
故
事
で
、
無
射
の
鋳
造
は
二
つ
の
点
か
ら

不
吉
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
―
つ
は
、
財
政
の
圧
迫
で
あ
る
。

大
鐘
の
鋳
造
に
は
莫
大
な
経
費
が
必
要
と
な
り
、
国
家
の
経
済
を

圧
迫
す
る
。
二
十
一
年
の
「
大
銭
」
の
鋳
造
に
続
い
て
、
無
射
の

大
鐘
を
鋳
る
こ
と
は
、
経
済
を
破
綻
さ
せ
、
民
心
を
離
反
さ
せ
る

失
策
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
ひ
と
つ
は
、
音
楽
理
論
上
の
問
題
で
あ
る
。
餓
王
は
、
「
将
に

無
射
を
鋳
て
、
之
が
大
林
を
為
ら
ん
と
す
」
、
す
な
わ
ち
、
無
射
の

大
鐘
を
鋳
て
、
さ
ら
に
そ
の
疫
い
と
し
て
大
林
の
大
鐘
を
作
ろ
う

と
し
た

(
•
I
L
8
)
。
単
穆
公
や
伶
州
鳩
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
無
射
は
陽

声
の
細
音
、
大
林
は
陰
声
の
大
音
で
あ
り
、
こ
れ
で
は
両
者
が
相

犯
し
て
間
こ
え
な
く
な
る
と
い
う
(
1
1
9
)
0

伶
州
鳩
は
結
論
と
し
て
、
「
今
、
細
は
其
の
主
に
過
ぎ
て
正
を
妨

そ
こ
な

げ
、
物
を
用
い
る
こ
と
度
に
過
ぎ
て
財
を
妨
げ
、
正
害
わ
れ
財
既

し
く
楽
を
妨
ぐ
」
と
諫
言
す
る
汀
1
0
)
°
こ
の
言
が
端
的
に
示
す
と

お
り
、
無
射
の
鋳
造
は
「
財
」
と
「
楽
」
と
の
両
面
か
ら
否
定
さ

れ
る
べ
き
愚
行
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
故
事
を
念
頭
に
置
い
て
、
『
荘
王
既
成
』
を
振

り
返
っ
て
み
よ
う
°
荘
王
は
無
射
を
鋳
造
し
、
沈
手
子
樫
に
、
「
吾

れ
既
に
果
く
無
射
を
成
し
、
以
て
春
秋
の
営
に
供
し
、
四
隣
の
賓

を
待
す
。
吾
が
後
の
人
、
幾
何
か
之
を
保
た
ん
」
と
闘
い
て
い
る
。

質
問
の
意
味
自
体
は
明
快
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
、
話
の
作
り
と
し

て
、
や
や
強
引
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
荘
王

は
無
射
を
鋳
て
、
さ
っ
そ
く
そ
れ
を
祭
祀
や
宴
席
に
使
い
な
が
ら
、

一
方
で
、
そ
れ
が
い
つ
ま
で
保
持
で
き
る
の
か
と
質
問
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
得
意
の
心
情
と
一
抹
の
不
安
と
が
交
錯
し
た
言
動

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
次
の
沈
手
子
樫
の
言
を
導
く
た
め
に

ど
う
し
て
も
必
要
な
仕
掛
け
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
や
や
不
自

然
な
印
象
も
残
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
下
問
に
対
し
て
、
沈
弄
子
樫
は
答
え
を
一
旦

固
辞
す
る
。
不
吉
な
回
答
と
な
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
王
は
答
え
を
強
要
す
る
。
そ
こ
で
仕
方
な
く
子
樫

は
答
え
る
c

「
四
と
五
と
の
間
な
ら
ん
か
」
と

C

す
な
わ
ち
、
荘
王
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以
後
、
四
＼
五
代
で
現
状
の
隆
盛
を
保
持
で
き
な
く
な
り
、
完
成

し
た
大
鐘
（
無
射
）
を
手
放
す
こ
と
に
な
ろ
う
と
の
予
言
で
あ
る
。

荘
王
以
後
、
四
＼
五
代
と
言
え
ば
、
ち
ょ
う
ど
楚
が
危
機
を
迎
え

る
平
王
•
昭
王
の
代
を
指
す
（
汁

I
l
)。
昭
王
十
年
（
前
五

0
六
）
、

呉
王
閾
閻
の
侵
攻
に
よ
り
、
国
都
の
郡
が
陥
落
し
た
の
は
、
そ
の

最
た
る
出
来
事
で
あ
ろ
う
。
伍
子
晉
に
よ
っ
て
平
王
の
幽
が
暴
か

れ
た
の
も
、
こ
の
時
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
言
に
対
す
る
王
の
反
応
は
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
拒
絶
や

反
論
で
は
な
く
、
そ
の
予
言
の
詳
細
説
明
を
促
す
役
目
を
果
た
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
四
‘
五
代
後
に
大
鐘
（
無
射
）
を
奪
わ
れ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
伝
車
（
駅
車
）
に
よ
っ
て
持
ち
去
ら
れ

る
の
か
、
つ
ま
り
楚
は
中
原
の
国
に
よ
っ
て
滅
亡
の
危
機
に
晒
さ

れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
大
船
に
よ
っ
て
持
ち
去
ら
れ
る
の
か
、

つ
ま
り
長
江
流
域
の
国
に
よ
っ
て
滅
亡
の
危
機
に
晒
さ
れ
る
の
か
、

と
い
う
質
間
で
あ
る
。
『
荘
王
既
成
』
は
、
こ
れ
に
対
す
る
沈
刃
子

樫
の
答
え
、
す
な
わ
ち
、
「
四
刑
以
て
通
さ
ん
」
と
い
う
言
菓
で
終

結
し
て
い
る

C

こ
の
よ
う
に
、
『
荘
王
既
成
』
で
は
、
荘
王
に
よ
る
無
射
の
鋳
造

と
沈
甲
の
不
吉
な
予
言
と
が
対
応
関
係
に
あ
る
。
無
射
の
鋳
造
が

な
ぜ
不
吉
な
の
か
の
説
明
は
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
背

景
に
は
、
当
然
、
『
国
語
』
周
語
や
『
左
伝
』
昭
公
二
十
一
年
に
解

説
さ
れ
た
よ
う
な
意
識
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
財

と
「
楽
」
と
の
両
而
か
ら
、
無
射
の
鋳
造
は
不
吉
な
の
で
あ
る
。

沈
引
子
樫
は
そ
の
こ
と
が
分
か
っ
て
い
た
か
ら
答
え
を
固
辞
し
た
、

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
荘
王
既
成
』
の
成
立

そ
れ
で
は
、
こ
の
文
献
は
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
目
的
で
著
作
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
荘
王
既
成
』
は
、
こ
れ
に
続
く
『
申
公
臣

霊
王
』
と
同
冊
の
竹
簡
に
記
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
そ
の
文
献

的
性
格
に
つ
い
て
は
、
両
者
を
総
合
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

が
、
少
な
く
と
も
、
楚
の
王
に
関
す
る
故
事
を
墨
釘
で
区
切
っ
て

連
続
的
に
筆
写
し
た
も
の
、
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
詳
細
に
つ

い
て
は
別
稿
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
と
り
あ

え
ず
、
『
荘
王
既
成
』
に
限
定
し
て
、
考
察
を
進
め
て
み
た
い
。

ま
ず
、
『
荘
王
既
成
』
の
成
立
の
上
限
は
、
荘
王
の
在
位
年
で
あ

る
紀
元
前
六
一
三
＼
五
九
一
年
で
あ
る
。
一
方
、
下
限
は
、
上
博

楚
簡
の
筆
写
時
期
と
さ
れ
る
戦
国
時
代
中
期
（
紀
元
前
三
百
年
頃
）

で
あ
る
。
で
は
、
『
荘
王
既
成
』
の
成
立
は
、
こ
の
間
の
ど
の
辺
り

に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
題
は
、
沈
手
子
樫
の
予
言
を

ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

こ
う
し
た
予
言
が
実
際
に
荘
王
の
時
代
に
な
さ
れ
た
と
考
え
る
か
、

そ
れ
と
も
、
後
世
、
楚
が
滅
亡
の
危
機
に
瀕
し
た
の
を
受
け
て
作
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晉
人
已
勝
智
氏
、
蹄
而
繕
甲
砥
兵
。
楚
王
恐
、
召
梁
公
弘
曰

ら
れ
た
と
考
え
る
か
で
あ
る
。

ま
ず
、
初
め
の
荘
王
の
問
い
「
吾
が
後
の
人
、
幾
何
か
之
を
保

た
ん
」
ま
で
は
、
荘
王
期
の
実
録
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
、
一
応

は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
次
の
「
之
を
伝
車
に
載
せ
て
以
て
上

さ
ん
か
。
抑
も
四
州
以
て
通
さ
ん
か
」
と
い
う
荘
王
の
問
い
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
中
原
の
国
と
長
江
流
域
の
国
と
の
二

つ
の
晉
威
を
前
提
に
し
た
発
言
で
あ
る
。

確
か
に
、
当
時
、
中
原
の
覇
者
で
あ
っ
た
晋
は
、
楚
に
と
っ
て

大
き
な
吾
威
で
あ
っ
た
。
荘
王
の
時
代
に
は
、
既
の
大
戦
（
前
五

九
七
年
）
を
経
験
し
て
い
る
(ii12)°

し
か
し
、
長
江
流
域
の
呉
の

軍
事
的
脅
威
が
顕
在
化
す
る
の
は
、
「
呉
始
伐
楚
」
（
『
左
伝
』
成

公
七
年
）
と
あ
る
前
五
八
四
年
以
降
で
あ
る
。
こ
れ
は
‘
楚
の
荘

王
期
で
は
な
く
、
次
の
共
王
以
降
の
時
代
に
当
た
る

C

も
ち
ろ
ん
、

隣
接
す
る
大
国
は
、
そ
の
存
在
自
体
が
潜
在
的
竹
威
と
な
る
わ
け

で
あ
る
が
、
こ
の
荘
王
期
に
お
い
て
、
晋
と
呉
と
を
並
列
し
て
、

そ
の
竹
威
を
語
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
は
、
ま
だ
稀
薄
で
あ
っ
た

と
言
え
よ
う
。
楚
が
呉
の
脅
威
に
晒
さ
れ
る
の
は
、
後
の
昭
王
の

時
代
で
あ
る
。

そ
う
し
た
時
代
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
説
話
が
『
説
苑
』
権
謀
篇

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

「
晉
人
巳
勝
智
氏
突
。
帰
而
繕
甲
兵
。
其
以
我
為
事
乎
」
。

梁
公
日
、
「
不
患
、
害
其
在
呉
乎
。
夫
呉
君
仙
民
而
同
其
努
‘

使
其
民
重
上
之
令
、
而
人
轄
其
死
以
従
上
使
。
如
瑚
之
戦
、

臣
登
山
以
望
之
、
見
其
用
百
姓
之
信
必
也
。
勿
已
乎
。
其
備

之
若
何
」
c

不
聴
、
明
年
、
閾
底
襲
郭
（
晋
人
已
に
智
氏
に
勝

っ
く
ろ

ち
、
帰
り
て
甲
を
繕
い
兵
を
砥
く
。
楚
王
恐
れ
、
梁
公
弘
を

召
し
て
日

v、
「
晋
人
已
に
智
氏
に
勝
つ
。
帰
り
て
甲
兵
を
繕

う
。
其
れ
我
を
以
て
事
を
為
さ
ん
か
」
。
梁
公
曰
く
、
「
患
え

ざ
れ
、
害
は
其
れ
呉
に
在
り
。
夫
れ
呉
君
は
民
を
伽
み
て
其

の
労
を
同
じ
く
し
、
其
の
民
を
し
て
上
の
令
を
重
ん
ぜ
し
め
、

而
し
て
人
も
其
の
死
を
軽
ん
じ
て
以
て
上
使
に
従
う
。
如
屈

の
戦
、
臣
山
に
登
り
て
以
て
之
を
望
み
、
其
の
百
姓
の
信
を

用
い
る
こ
と
必
な
る
を
見
る

C

巳
む
勿
か
れ

C

其
の
之
に
備

う
る
こ
と
若
何
」
。
聴
か
ず
、
明
年
、
閾
底
邦
を
襲
う
）
。

こ
こ
で
は
‘
楚
の
昭
王
が
、
晋
の
侵
攻
を
恐
れ
て
い
る
の
に
対

し
て
、
臣
下
の
梁
公
弘
は
、
む
し
ろ
脅
威
と
な
る
の
は
呉
で
あ
り
、

呉
に
対
し
て
こ
そ
防
備
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
と
進
言

し
て
い
る
汀
n)°

こ
の
説
話
で
は
、
結
局
昭
王
は
、
梁
公
弘
の
進

言
を
受
け
入
れ
ず
、
そ
の
翌
年
、
呉
王
閾
間
に
よ
る
邦
の
襲
撃
を

招
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
楚
に
と
っ
て
、
晋
と
呉

と
の
商
威
が
ほ
ぼ
並
列
的
に
語
ら
れ
る
の
は
、
昭
王
期
で
あ
っ
た
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こ
と
が
分
か
る
。

で
は
、
昭
王
期
以
降
の
成
立
の
可
能
性
は
、
ど
の
辺
り
ま
で
想

定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
楚
は
昭
王
十
年
と
そ
の
翌
々
年
、
二
度

に
わ
た
っ
て
国
都
郭
を
呉
に
蒋
わ
れ
る
が
、
す
ぐ
に
蒋
還
し
て
い

る
。
そ
れ
は
、
呉
が
越
と
の
抗
争
に
入
り
、
対
楚
戦
へ
の
余
裕
を

失
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
、
呉
は
越
と
の
長
期
戦
を
経
て
、

前
四
七
三
年
に
滅
亡
し
、
楚
に
併
呑
さ
れ
る
。
一
方
、
晋
も
、
前

四
五
三
年
に
有
力
貴
族
韓
•
魏
•
趙
の
三
氏
に
実
権
を
掌
握
さ
れ
、

三
分
裂
の
状
態
と
な
る
。
戦
国
時
代
に
入
る
と
、
中
国
は
い
わ
ゆ

る
七
雄
割
拠
の
形
勢
と
な
り
、
楚
の
最
大
の
軍
事
的
晉
威
は
西
方

の
泰
と
な
る
。

と
す
れ
ば
、
晋
と
呉
と
を
二
つ
の
酋
威
と
し
て
並
列
的
に
語
り

得
る
時
期
と
し
て
は
、
楚
の
昭
王
期
か
ら
次
の
恵
王
（
在
位
は
前

四
八
八
＼
四
三
二
年
）
の
初
期
が
最
も
相
応
し
い
と
言
え
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
さ
ら
に
後
世
に
な
っ
て
か
ら
、
当
時
を
回
顧
し
て
こ

う
し
た
話
を
記
述
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
も
の
の
、
執
筆
動
機

と
し
て
は
弱
く
、
文
献
成
立
の
必
然
性
は
か
な
り
低
い
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。

や
は
り
、
『
荘
王
既
成
』
は
、
昭
王
期
の
国
難
を
受
け
て
、
昭
王

の
時
代
ま
た
は
そ
の
直
後
に
著
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
言
え

よ
う
。
こ
の
文
献
は
、
そ
の
時
期
の
読
者
に
と
っ
て
こ
そ
、
最
も

切
実
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
文
章
に
着
目
す
れ
ば
、
沈
手
子
樫
の
答
え
は
、

「
四
と
五
と
の
間
な
ら
ん
か
」
と
い
う
一
見
曖
昧
な
言
い
回
し
に

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
こ
の
話
が
実
際
の
予
言
を
基
に

し
て
い
る
か
の
よ
う
に
偽
装
す
る
た
め
の
作
為
で
あ
ろ
う
。
ず
ば

り
、
昭
王
の
時
代
で
す
、
と
い
う
答
え
で
は
、
あ
ま
り
に
露
骨
な

作
り
話
に
な
っ
て
し
ま
う
°
ま
た
、
「
之
を
伝
車
に
載
せ
て
以
て
上

さ
ん
か
。
抑
も
四
朗
以
て
逍
さ
ん
か
」
と
い
う
荘
王
の
質
問
や
、
「
四

州
以
て
逍
さ
ん
」
と
い
う
沈
手
子
樫
の
答
え
も
、
呉
王
閾
閤
の
侵

攻
に
よ
る
国
都
陥
落
を
端
的
に
指
摘
す
る
の
で
は
な
く
、
意
味
深

長
な
発
言
と
な
っ
て
い
る

C

こ
こ
に
も
、
著
作
者
の
意
図
が
感
じ

ら
れ
よ
う
。
あ
ま
り
に
端
的
な
予
言
で
は
、
話
自
体
が
捏
造
で
は

な
い
か
と
読
者
を
白
け
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
著
作
者
は
、

こ
う
し
た
意
味
深
長
な
予
言
を
語
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
話

に
奥
行
き
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
察
を
進
め
れ
ば
、
本
文
献
の
著
作
意
図
も
、
自

ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
昭
王
期
の
国
都
陥

落
と
い
う
危
機
は
、
約
百
年
前
の
荘
王
の
時
代
に
す
で
に
予
言
さ

れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
説
話
の
構
造
は
、
昭
王
期
の
国
難
が
、
昭

王
自
身
の
失
政
に
よ
っ
て
の
み
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
遡
る
五
代
前
の
楚
王
の
時
代
に
そ
の
淵
源
が
あ
る
と
示
唆

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
春
秋
の
五
覇
の
地
位
に
躍
り
出
た
荘
王

は
、
無
射
の
鋳
造
を
敢
行
し
た
。
そ
れ
は
、
「
財
」
と
「
楽
」
の
両
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面
か
ら
否
定
さ
れ
る
べ
き
行
為
で
あ
っ
た
。
無
射
の
鋳
造
は
、
荘

王
の
失
政
と
瞬
慢
を
象
徴
す
る
出
来
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
す

れ
ば
、
国
家
の
危
機
は
、
そ
の
絶
頂
期
に
お
い
て
こ
そ
、
そ
の
萌

芽
を
内
包
し
て
い
る
と
、
こ
の
文
献
は
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か

C

危
難
は
百
年
と
い
う
歳
月
を
か
け
て
静
か
に
忍
び
寄
つ

て
き
て
い
た
の
だ
、
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る

C

こ
う
し
た
予
言
構
造
を
持
つ
説
話
は
、
『
左
伝
』
や
『
国
語
』
に

も
頻
出
す
る

C

五
代
先
（
約
百
年
後
）
を
見
越
し
た
よ
う
な
予
言

は
そ
う
多
く
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
『
国
語
』
周
語
中
に
は
、
魯
の

大
夫
の
滅
亡
を
予
言
す
る
単
子
の
言
策
が
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

定
王
八
年
、
使
劉
康
公
聘
干
魯
‘
益
奴
幣
干
大
夫
°
季
文
子
、

孟
猷
子
皆
倹
‘
叔
孫
宣
子
、
東
門
子
家
皆
移
。
蹄
、
王
問
魯

大
夫
執
賢
°
到
曰
‘
「
季
、
孟
其
長
虜
魯
乎
°
叔
孫
‘
東
門
其

亡
乎
c

若
家
不
亡
、
身
必
不
免
」
c

・
・
・
・
・
・
王
曰
、
「
幾
何
」
c

酎
曰
‘
「
東
門
之
位
不
若
叔
孫
、
而
泰
修
焉
。
不
可
以
事
二
君
°

叔
係
之
位
不
若
季
孟
、
而
亦
泰
修
焉
。
不
可
以
事
三
君
°
若

皆
蚤
世
猶
可
c

若
登
年
以
載
其
毒
、
必
亡
」
c

（
定
王
八
年
、

劉
康
公
を
し
て
魯
に
聘
せ
し
め
‘
幣
を
大
夫
に
発
す
。
季
文

子
・
孟
獣
子
皆
倹
、
叔
孫
宣
子
・
東
門
子
家
皆
修
る
。
帰
り

て
、
王
、
魯
大
夫
執
れ
か
賢
な
る
と
間
う
。
対
え
て
日
<
‘

「
季
・
孟
は
其
れ
長
く
魯
に
処
ら
ん
か
。
叔
孫
•
東
門
は
其

れ
亡
び
ん
か
。
し
家
亡
ば
ず
ん
ば
、
身
必
ず
免
れ
ず
」
。

・
・
・
・
・
・
王
日
<
‘
「
幾
何
ぞ
」
。
対
え
て
日
く
、
「
東
門
の
位
は

叔
孫
に
若
か
ず
し
て
、
泰
修
な
り
。
以
て
二
君
に
事
う
べ
か

ら
ず
。
叔
孫
の
位
は
季
孟
に
若
か
ず
し
て
、
亦
た
泰
移
な
り
。

以
て
三
君
に
事
う
べ
か
ら
ず
。
若
し
皆
蚤
世
せ
ば
猶
お
可
な

む
こ
な

り
。
若
し
年
を
登
せ
て
以
て
其
の
毒
を
載
え
ば
、
必
ず
亡
び

ん」。）

周
の
定
王
の
八
年
、
周
は
劉
康
公
を
使
者
と
し
て
に
派
遣
し

た
C

そ
の
際
、
魯
の
季
文
子
と
孟
献
子
は
質
素
で
あ
っ
た
が
、
叔

係
宣
子
と
東
門
子
家
と
は
妓
沢
な
様
子
で
あ
っ
た
。
こ
の
報
告
を

間
い
た
定
王
は
、
魯
の
大
夫
の
内
、
誰
が
叡
只
者
か
と
単
子
に
尋
ね

た
。
単
子
は
、
季
文
子
と
孟
献
子
は
長
く
魯
に
止
ま
る
で
あ
ろ
う

が
、
叔
孫
宣
子
と
東
門
子
家
は
亡
び
る
で
あ
ろ
う
と
予
言
す
る
。

そ
し
て
、
「
幾
何
ぞ
（
ど
れ
く
ら
い
で
亡
ぶ
の
か
）
」
と
い
う
王
の

問
い
に
対
し
て
、
単
子
は
、
東
門
子
は
二
代
の
君
に
仕
え
る
こ
と

は
で
き
ず
‘
叔
孫
は
三
代
の
君
に
仕
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し

ょ
う
と
予
言
す
る

C

こ
こ
で
は
、
二
代
ま
た
は
三
代
先
の
亡
び
が
予
言
さ
れ
て
い
る
。

『
荘
王
既
成
』
は
‘
こ
う
し
た
予
言
の
時
間
幅
を
さ
ら
に
長
期
に

設
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
斤
日
）

C

そ
し
て
、
か
か
る
予
言
は
、
こ
れ
か
ら
の
楚
国
を
担
っ
て
い
く
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本
篇
の
主
題
に
つ
い
て
、
原
釈
文
を
担
当
し
た
陳
侃
芥
氏
は
、

主
の
地
位
を
い
か
に
保
持
す
る
か
、
で
あ
る
と
説
く
。
い
つ
ま

で
保
持
で
き
る
の
か
と
質
間
し
た
の
が
荘
王
で
あ
り
、
そ
れ
に

『
易
』
の
言
築
で
答
え
た
の
が
沈
罪
子
樫
で
あ
る
、
と
の
理
解
で

あ
る

t

、
し
か
し
な
が
ら
、
『
周
易
』
習
炊
か
ら
導
か
れ
る
と
い
う
答

え
は
、
そ
の
紋
伝
に
説
く
「
習
吹
、
重
瞼
也
」
、
す
な
わ
ち
重
な
り

合
う
険
難
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
王
の
問
い
に
対
す
る
明
快
な

答
え
と
は
な
ら
な
い

C

そ
の
次
の
問
答
も
、
「
載
」
せ
る
物
が
不
明

と
な
る
た
め
、
文
意
が
通
り
づ
ら
い

G

や
は
り
本
篇
は
、
荘
王
の
大
鐘
鋳
造
と
、
そ
れ
を
受
け
た
沈
男

子
橙
の
予
言
と
に
最
大
の
眼
目
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
沈
引

の
予
言
は
、
楚
昭
王
期
の
国
都
陥
落
を
踏
ん
だ
亡
び
の
予
言
で
あ

っ
た

C

楚
の
王
や
太
子
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
、
大
い
な
る
教
戒
の

士
口糸

五
口＿＿―-ロ

王
や
太
子
に
こ
そ
、
大
い
な
る
教
戒
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
°
財

政
や
音
律
を
無
視
し
た
無
射
の
鋳
造
は
、
大
失
政
の
一
例
で
あ
る
°

た
と
え
、
そ
う
し
た
行
為
が
今
す
ぐ
悲
劇
と
な
っ
て
現
れ
な
い
と

し
て
も
、
い
つ
か
必
ず
国
家
を
危
急
に
陥
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
戒

め
と
し
て
、
こ
の
文
献
の
内
容
は
楚
の
為
政
者
に
強
く
迫
っ
て
き

た
で
あ
ろ
う
。

(
1
)

な
お
、
以
下
に
引
く
諸
氏
の
見
解
は
、
す
べ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
に
次
の
よ
う
に
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

•
陳
偉
「
読
《
上
博
六
》
条
記
」

．
凡
国
棟
「
読
《
上
博
楚
竹
書
六
》
記
」

•
何
有
祖
「
読
《
上
博
六
》
札
記
」

•
癒
珊
「
読
《
上
博
六
》
雑
記
」

•
麻
建
洲
「
初
読
《
上
博
（
六
）
》
」

・
沈
培
「
《
上
博
》
字
詞
没
釈
」

以
下
で
は
繁
瑣
を
避
け
る
た
め
、
氏
名
と
要
点
の
み
を
掲
げ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
「
簡
吊
網
（
武
嘆
大
學
簡
吊
研
究
中

心）」（
h
t
t
.
p
:
 /
 /
w
w
w
.
 !ism. 
01・g. 
e
n
/
i
n
d
e
x
.
 p
h
p
)

、
「
簡
吊
研
究
」
(
h
t
t
p

i
¥
＼
 
w
w
w
.
j
i
a
n
b
o
.
o
r
g
/
)

参
照

(
2
)

孫
叔
放
・
沈
戸
箆
相
輿
友
。
叔
放
遊
於
郭
三
年
、
特
問
不
知
、
修

行
不
間

3

沈
手
箆
謂
孫
叔
放
日
、
「
説
義
以
聴
、
方
術
信
行
、
能
令
人

主
上
至
於
王
、
下
至
於
網
、
我
不
若
子
也
。
梢
世
接
俗
、
説
義
調
均
、

以
適
主
心
、
子
不
若
我
也
。
子
何
以
不
蹄
耕
乎
。
吾
将
為
子
滸
」
。
沈

弄
箆
遊
於
郭
五
年
、
荊
王
欲
以
為
令
弄
、
沈
手
箆
辟
日
、
「
期
思
之
郡

人
有
孫
叔
放
者
、
聖
人
也
。
王
必
用
之
、
臣
不
若
也
」
。
荊
王
於
是
使

注

言
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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人
以
王
輿
迎
叔
放
以
為
令
手
、
十
二
年
而
荘
王
覇
、
此
沈
手
堕
之
力

也
(
)
功
無
大
平
進
賢
へ
)
(
『
呂
氏
春
秋
』
不
荀
論
賛
能
篇
）

(
3
)

屎
王
二
十
一
年
、
賭
鰭
大
錢

(

}

n

n

早
穆
公
日
、
「
不
可
。
：
，
＇
，
．
且
絶
民

用
以
打
王
府
、
猶
塞
川
原
而
為
演
汚
也
、
其
渇
也
無
日
芙
。
若
民
離

而
財
艇
、
災
至
而
備
亡
、
王
其
若
之
何
。
吾
周
官
之
干
災
備
也
、
其

所
怠
餌
者
多
突
、
而
又
廊
之
賓
、
以
益
其
災
、
是
去
其
蔵
而
闊
其
人

也へ
3

王
其
岡
之
」
。
王
弗
腔
、
卒
鰭
大
餞
。
（
『
国
語
』
周
語
下
）

(
4
)

二
十
三
年
、
王
将
鰭
無
射
、
而
伶
之
大
林
3

(

『
国
語
』
周
語
下
）

(
5
)

出
令
不
信
、
刑
政
放
紛
、
動
不
順
時
、
民
無
披
依
、
不
知
所
力
、

各
有
離
心
(
)
上
失
其
民
、
作
則
不
清
‘
求
則
不
獲
、
其
何
以
能
楽
、

三
年
之
中
、
而
有
離
民
之
器
二
焉
、
國
其
危
哉
。
（
『
国
語
』
周
語
下
）

(
6
)

今
細
過
其
主
妨
干
正
、
用
物
過
度
妨
干
財
、
正
害
財
匝
妨
干
楽
、

細
抑
大
陵
、
不
容
干
耳
、
非
和
也
。
聰
狩
越
遠
、
非
平
也
。
妨
正
匪

財
‘
歳
n
不
和
平
、
非
宗
官
之
所
司
也
。
（
『
国
語
』
周
語
下
）

(
7
)

二
十
四
年
、
鍾
成
、
伶
人
告
和
。
王
謂
伶
州
鳩
日
、
「
鍾
果
和
突
」

3

針
日
、
「
未
可
知
也
」
。
王
日
、
「
何
故
」
(
)
封
日
、
「
上
作
器
、
民
備
楽

之
、
則
為
和
。
今
財
亡
民
罷
、
莫
不
怨
恨
‘
臣
不
知
其
和
也
↑
｝
且
民

所
曹
好
、
鮮
其
不
清
也
。
其
所
曹
悪
、
鮮
其
不
廃
也
へ
｝
故
諺
日
、
『
衆

心
成
城
、
衆
口
錬
金
』
。
三
年
之
中
、
而
害
金
再
興
焉
、
憚
一
之
廂
也
」
＾
)

王
日
、
「
碩
老
起
芸
矢
。
何
知
」
。
二
十
五
年
、
王
崩
、
鍾
不
和
。
（
『
国

語
』
周
語
下
）

(
8
)

炸
昭
の
注
に
「
n
京
王
二
十
三
年
、
魯
昭
二
十
年
也
。
買
侍
中
云
、

無
射
、
鋪
名
、
律
中
無
射
也
。
大
林
、
無
射
之
覆
也
。
作
無
射
、
総

大
林
以
覆
之
、
其
律
中
林
鍾
也
」
と
説
く
。
但
し
、
こ
の
一
文
に
は

異
説
も
あ
る
(
)

(
9
)

単
穆
公
は
「
且
夫
鍾
不
過
以
動
狩
、
若
無
射
有
林
、
耳
弗
及
也
。

夫
鍾
秤
以
硲
耳
也
、
耳
所
不
及
、
非
鍾
秤
也
」
と
諫
言
し
、
ま
た
、

伶
州
鳩
は
「
物
得
其
常
日
楽
極
、
極
之
所
集
日
特
、
特
應
相
保
日
和
、

細
大
不
通
日
平
c
:
·
:
•

今
細
過
其
主
妨
干
正
、
用
物
過
度
妨
干
財
、

正
害
財
匪
妨
干
楽
、
細
抑
大
陵
、
不
容
干
耳
、
非
和
也
。
肥
特
越
遠
、

非
平
也
」
と
説
い
た
。
『
国
語
』
鈷
昭
注
も
、
「
若
無
射
復
有
大
林
以

覆
之
{
"
無
射
、
陽
智
之
細
者
也
。
林
鍾
、
陰
舒
之
大
者
也
。
細
抑
大

陵
、
故
耳
不
能
聴
及
也
」
と
説
く
。

(10)

今
細
過
其
主
妨
干
正
、
用
物
過
度
妨
干
財
、
正
害
財
匝
妨
干
珈
交

:
・
・
：
若
夫
匪
財
用
、
罷
民
力
、
以
退
淫
心
、
聴
之
不
和
、
比
之
不
度
、

無
益
干
教
、
而
離
民
怒
神
、
非
臣
之
所
間
也
。
（
『
国
語
』
周
語
下
）

(11)

荘
王
以
下
の
王
は
、
共
王
、
康
王
（
共
王
の
子
）
、
郊
散
（
康
王
の

子
）
‘
霊
王
（
公
子
囲
、
康
王
の
弟
）
、
砦
散
（
公
子
比
、
康
王
の
弟
）
、

平
王
（
棄
疾
、
康
王
の
弟
）
、
昭
王
（
平
王
の
子
）
と
な
る
が
、
こ
の

内
、
郎
放
は
公
子
囲
に
秋
殺
さ
れ
て
短
命
で
終
わ
り
、
菩
放
も
霊
王

の
後
即
位
し
た
も
の
の
す
ぐ
に
自
殺
し
た
た
め
、
「
王
」
と
は
称
さ
れ

な
い
＾
，
こ
の
た
め
、
共
王
か
ら
起
節
し
て
、
四
代
目
が
平
王
、
五
代

目
が
昭
王
と
な
る
。

(12)
ま
た
、
『
説
苑
』
君
道
篇
に
は
、
晋
と
楚
と
が
敵
国
で
あ
る
と
指
摘
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す
る
大
夫
の
言
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
[
)
「
楚
荘
王
好
旅
、
大

夫
諫
日
、
「
晉
楚
敵
因
也
へ
｝
楚
不
謀
晉
、
晉
必
謀
楚
。
今
王
無
乃
耽
於

楽
乎
」

3^

(13)

も
っ
と
も
、
こ
の
説
話
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
『
説
苑
紅
註
』
が

指
摘
す
る
と
お
り
、
晋
が
智
伯
を
殺
し
た
年
（
前
四
五
三
）
と
呉
王

閾
閤
に
よ
る
楚
都
郭
侵
攻
（
前
五

0
六
）
と
の
間
に
時
代
錯
誤
が
あ

る
｛
｝
た
だ
、
昭
王
期
の
楚
に
と
っ
て
、
晋
と
呉
と
が
軍
事
的
竹
威
と

感
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
つ
の
資
料
に
は
な
り
う
る
で
あ

ろ
う
こ

(14)

な
お
、
凡
国
棟
氏
は
、
国
家
の
興
亡
と
世
代
数
と
を
か
ら
め
た
表

現
と
し
て
、
『
論
語
』
季
氏
篇
の
「
孔
子
日
、
天
下
有
道
、
則
霞
築
征

伐
自
天
子
出
^
‘
天
下
無
道
、
則
膿
栗
征
伐
自
諸
侯
出
(
)
自
諸
侯
出
、

蓋
十
世
希
不
失
突
。
自
大
夫
出
、
五
世
希
不
失
芙
。
陪
臣
執
國
命
、

三
世
希
不
失
｛
四
天
下
有
道
、
則
政
不
在
大
夫
。
天
下
有
道
、
則
庶

人
不
議
」
、
同
じ
く
季
氏
篇
の
「
孔
子
日
、

f

豚
之
去
公
室
、
五
世
芙
°

政
逮
於
大
夫
、
四
世
突
。
故
夫
三
恒
之
子
係
、
微
突
」
な
ど
を
指
摘

す
る

-
3

た
だ
こ
れ
ら
は
、
国
家
の
衰
退
を
表
す
定
型
的
な
言
い
回
し

で
あ
っ
て
、
『
国
語
』
や
『
左
伝
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
具
体
的
事
象

に
対
す
る
個
別
的
な
予
言
と
は
、
や
や
性
格
を
異
に
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
(
}

本
稿
は
、
平
成
十
九
年
度
日
本
学
術
振
興
会
・
科
学
研
究
費
補
助
金
基

盤
研
究

(
B
)
「
戦
国
楚
簡
の
総
合
的
研
究
」
（
研
究
代
表
者
・
湯
桟
邦
弘
）

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

[
付
記
]
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